
広島市規則第４９号

令和７年６月２６日

広島市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則をここに公布す

る。

広島市長 松 井 一 實

広島市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、広島市ペット霊園の設置の許可等に関する条例（令

和７年広島市条例第３６号。以下「条例」という。）の施行に関し必要

な事項を定めるものとする。

（標識の設置の届出）

第２条 条例第５条第２項の規定による届出は、所定の届出書に次に掲げ

る書類を添付してしなければならない。

(1) 標識を設置した場所を明示した図面

(2) 標識の設置の状況及び記載内容が確認できる写真

（説明会の開催等）

第３条 条例第６条第１項の説明会（以下「説明会」という。）を開催す

る場合においては、次に掲げる事項を説明しなければならない。

(1) 条例第５条第１項に規定する申請予定者の氏名及び住所（法人にあ

っては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）

(2) ペット霊園の名称及び所在地



(3) ペット霊園の概要

(4) 条例第７条第１項の規定による申請（以下「申請」という。）の予

定日

(5) ペット霊園に係る工事の着手予定日及び完了予定日

(6) ペット霊園の使用開始予定日

(7) ペット霊園の維持管理の方法

(8) その他市長が必要と認める事項

２ 条例第６条第１項ただし書の規則で定める方法は、戸別訪問その他市

長が適当と認める方法とする。

３ 前項に規定する方法による説明を行う場合においては、第１項の規定

を準用する。

４ 条例第６条第２項の規定による報告は、所定の報告書に次に掲げる書

類を添付してしなければならない。

(1) ペット霊園に係る土地に隣接する土地及び条例第２条第７号イの建

物の位置を明らかにする図面

(2) 説明会又は第２項に規定する方法による説明を行った際の配布資料

(3) 説明会を行った場合にあってはその議事録、第２項に規定する方法

による説明を行った場合にあってはその結果の報告書

(4) その他市長が必要と認める書類

（許可の申請）

第４条 申請は、所定の申請書に次に掲げる書類を添付してしなければな

らない。ただし、市長が認めたときは、添付書類の一部を省略すること

ができる。



(1) 条例第７条第１項に規定する申請者（第３号において「申請者」と

いう。）が、法人の場合にあっては法人の登記事項証明書、個人の場

合にあっては住民票の写し若しくは行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）

第２条第７項に規定する個人番号カードの写し又はこれらに類するも

のであって氏名及び住所を証する書類

(2) 申請に係る土地及び建物の登記事項証明書

(3) 火葬施設を有する場合において、当該火葬施設に係る土地又は建物

の所有権が申請者以外の者にあるときは、申請者が当該土地又は建物

を使用する権原を有することを証する書類及び当該所有権を有する者

の印鑑証明書

(4) 申請に係る土地の公図（不動産登記法（平成１６年法律第１２３号)

第１４条第１項の地図又はこれに準ずる図面をいう。）の写し

(5) ペット霊園の付近見取図

(6) ペット霊園の平面図

(7) ペット霊園の立面図

(8) 納骨堂又は火葬施設を有する場合は、その構造及び仕様の概要書

(9) その他市長が必要と認める書類

（工事完了の届出）

第５条 条例第１０条第１項の規定による届出は、所定の届出書に市長が

必要と認める書類を添付してしなければならない。

（変更の届出）

第６条 条例第１３条の規定による届出は、所定の届出書に同条に規定す



る変更の事実を証する書類を添付してしなければならない。

（公表の方法）

第７条 条例第１９条第１項の規定による公表は、インターネットの利用

その他の適切な方法により行うものとする。

（意見を述べる機会の付与）

第８条 条例第１９条第２項の規定による通知は、書面により行うものと

する。

２ 条例第１９条第２項の公表の対象となる者は、同項の規定による通知

を受けた場合において、意見を述べようとするときは、所定の期間内に、

意見を記載した書面を市長に提出しなければならない。この場合におい

て、公表の対象となる者は、証拠書類又は証拠物を併せて提出すること

ができる。

（委任規定）

第９条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、

市長が定める。

附 則

１ この規則は、令和７年１０月１日から施行する。

２ 条例附則第３項の規定による届出については、第４条の規定を準用す

る。この場合において、同条の見出し中「許可の申請」とあるのは「既

存事業者の届出」と、同条各号列記以外の部分中「申請は」とあるのは

「条例附則第３項の規定による届出（以下この条において「届出」とい

う。）は」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第１号中「条

例第７条第１項に規定する申請者（第３号において「申請者」とい



う。）」とあり、及び同条第３号中「申請者」とあるのは「既存事業者｣

と、同条第２号及び第４号中「申請」とあり、並びに同条第３号中「火

葬施設を有する場合において、当該火葬施設」とあるのは「届出」と読

み替えるものとする。


